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【手続補正書】
【提出日】平成25年11月22日(2013.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）少なくとも２個の架橋性アルコキシシラン基を有するポリエステルプレポリマー、
ポリエーテルプレポリマーおよび／またはポリウレタンプレポリマーであって、２０００
～３００００ｇ／ｍｏｌの分子量を有するプレポリマー、２５～８０重量％、ここで、該
プレポリマーの少なくとも５０％はポリエステルポリオールに基づく、
ｂ）１３０℃以下の沸点を有する有機溶媒、７５～１９重量％、
ｃ）１個以上の無水物基を含有するポリマー、オリゴマーおよび／またはモノマー、１～
２０重量％、
ｄ）添加剤、０～１５重量％
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を含有する架橋性ワンパック貼合せ用接着剤であって、
該接着剤の粘度は１５～４５℃で測定して５０～２００００ｍＰａｓ（DIN ISO 2555によ
る）である、架橋性ワンパック貼合せ用接着剤。
【請求項２】
　ポリエステルプレポリマーまたはポリウレタンプレポリマーは、少なくとも２個のＯＨ
基を含み４００～２５０００ｇ／ｍｏｌの分子量を有するポリエステルポリオールから製
造される、請求項１に記載のワンパック接着剤。
【請求項３】
　プレポリマーは、トリアルコキシシラン基、特にトリエトキシシラン基またはトリメト
キシシラン基を含有する、請求項１または２に記載のワンパック接着剤。
【請求項４】
　無水物基を有するポリマー、オリゴマーおよび／またはモノマーは２５℃で固形の化合
物である、請求項１～３のいずれかに記載のワンパック接着剤。
【請求項５】
　ポリマー、オリゴマーおよび／またはモノマーは環状の無水物基を有する、請求項４に
記載のワンパック接着剤。
【請求項６】
　接着剤は、無水マレイン酸（ＭＡ）基を有するポリマーを、特にＭＡ／スチレンコポリ
マーまたはＭＡ／（メタ）アクリレートコポリマーとして、２～１５重量％含有する、請
求項４または５に記載のワンパック接着剤。
【請求項７】
　ＭＡポリマーは、無水物基を５～６０モル％含有する、請求項４～６のいずれかに記載
のワンパック接着剤。
【請求項８】
　フィルム基材を結合するための方法であって、塗布前にＣ１～Ｃ６アルコールを含有す
る溶媒を用いて粘度を調整した請求項１～７のいずれかに記載のワンパック接着剤を使用
し、基材上に接着剤を塗布し、フラッシュオフし、続いて第２のフィルムを結合させる、
方法。
【請求項９】
　フィルム状の軟質基材を結合するための、請求項１～８のいずれかに記載のワンパック
接着剤の使用。
【請求項１０】
　ポリマーフィルム、紙箔、金属箔および表面処理フィルムに由来する多層フィルムを製
造するための、請求項９に記載の使用。
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